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北海道病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例施行規則について 
 「北海道病院及び診療所の人員及び施設等に関する基準を定める条例」（平成２４年北海道条

例第 ９０号。以下「条例」という。）の公布については、平成２５年１月１７日付け釧保企画

第２７１６号通知「地域主権改革一括法等に伴う社会福祉施設等に関する基準を定める条例につ

いて」によりお知らせしたところですが、これに関係して、「北海道病院及び診療所の人員及び

施設等に関する基準を定める条例施行規則」（平成２５年北海道規則第２号）が本日公布され、

条例とあわせて、平成２５年４月１日より施行されることとなりましたので、お知らせいたしま

す。 
 

記 
北海道公報のページ（http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/bsh/koho/index.htm） 
 
 
   
 
                      連絡先 
                      企画総務課主査（医療薬務） 
                      TEL 0154-22-1233 
                      FAX 0154-22-1273 














